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宍市生売第０８０００１号 

 

 令和８年度第１期資源物売却（１）仕様書 

 

１ 目的 

宍粟市内の資源物回収ステーションに市民が持ち込んだ資源物を市内業者に適正に売却することを目

的とする。 

 

２ 件名 

   令和８年度第１期資源物売却（１） 

 

３ 買受場所 

   市内自社買受施設 

 

４ 契約期間 

   令和８年４月１日から令和８年９月 30日まで 

 

５ 品目 

①古紙類（新聞、書籍類、段ボール） 

②布類 

 

６ 売却見込量 

   令和８年４月～令和８年９月 見込量 下表のとおり 

 品目 売却見込量 搬入予定回数 

①古紙類 

新聞 37,500 ㎏  

131回 
書籍類 27,200 ㎏  

段ボール 33,300 ㎏  

②布類 布類 21,700 ㎏  

※見込量は直近６カ月の収集実績及び動向より推計しているため、増減が生じる場合があります。 

７ 契約額 

（１）各資源物１ｋｇ当たりの落札額に消費税を加算した額を売却単価とする。（小数点以下第２位まで） 

 （２）収集時に異物等の排除を行うが、搬入する資源物には一定割合の異物混入を想定している。 

各品目のダスト引きは０％とするため、必要であれば入札単価はダスト引きを見込んだ金額とする

こと。 

 

８ 資源物の搬入及び計量 

（１）搬入場所 買受者の受け入れ施設 

（２）搬入方法 市、及び市の委託業者が搬入する。 

（３）計量方法 買受者の計量器により計量を行い、計量値を記載した計量伝票を発行する。 

        ※計量が適正に履行されていることを確認するため現地検査を行う場合がある。 

（４）搬入日時 搬入予定表に定める日の８時 30分～17時とする。 
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９ 事故の報告 

   買受者は、搬入における事故については、速やかに市に報告をするとともに、買受者の責任において 

速やかに解決しなければならない。 

 

10 支払い 

買受者は、売却金額について買受者が発行する計量伝票をもとに算出された金額を、納期限日までに

支払うこと。 

ただし、金額については、落札単価に搬入数量及び消費税を乗じた額とする。 

 

11 法令の遵守 

（１）買受者は、業務の遂行にあたって、関係法令を遵守するものとする。 

 （２）搬入後の処理過程で生じた廃棄物についても、関係法令を遵守し買受者の責任において適正に処理

すること。 

 

12 その他 

（１）入札書提出後、差し替え及び辞退はできません。 

（２）開札後の仕様書及び現場説明並びに内容の不明を理由とする異議申し立ては受け付けません。 

（３）この仕様書に定めるもの以外に、業務履行上必要な事項及び疑義を生じた事項については別途協議 

のうえ決定する。 

 （４）買受者は、買受した資源物を適正に処理しなければならない。 

 （５）買受者は、市が資源化の適正な処理について必要があると認め報告を求めたときは、これに応じな

ければならない。 


